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第１章 はじめに 
この「千葉市基本計画」（以下、「本計画」という。）は、１０年・２０年後の都市・地域

社会のあるべき形を見据え、市民・民間団体・企業・大学等を含む教育機関、そして行政な

どまちに関係する様々な主体がともに手を携えながら、わたしたちの千葉市をより豊かなも

のとしていくためのまちづくりの方向性を明らかにする計画です。 

１ 策定の趣旨 

本市はこれまで、人口減少と少子高齢化の進展をはじめとするまちづくりの重要な課題

に的確に対応するべく、「わたしから！未来へつなぐ まちづくり」をコンセプトとする

千葉市新基本計画のもと、様々な取組みを進めてきました。 

また、千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（平成２７～令和３年度

〔２０１５～２０２１年度〕）を策定し、総合計画の理念や目標を共有しつつ、地方創生

の取組みを積極的に展開してきました。これらの取組みにより、子育て・教育環境の充実、

地域包括ケアシステムの構築・強化、地域経済の活性化などで成果を挙げてきたところで

すが、遠くない将来には本市の人口も減少局面に突入することが見込まれており、これま

での計画・戦略を引き継ぐ本計画は、将来の本格的な人口減少期に向けた「準備段階」と

しての性格を有する計画となります。 

そのため、少子高齢化の進行とこれに伴う生産年齢人口の目減りといった人口統計的な

変化に加え、ＩｏＴ1、ＡＩ2等テクノロジーの進展、さらには地球温暖化に伴う気候変動

リスクの増大、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえた「ポストコロナ」に向け

た新しい行動様式の浸透などの個人の価値観やライフスタイルに関する変化や、様々な社

会経済情勢の変化を的確に捉えるとともに、不確実性が高まる中、より長期的な将来を展

望しながら、本市ならではのまちづくりの方向性を定めることが重要です。 

本市は、令和３年（２０２１年）１月、市制施行から１００周年の節目を迎え、その歩

みを振り返った時、この１００年間は都市としての成長の歴史ということができます。 

これからの１００年先の未来、わたしたちの「郷土千葉市」はどのような姿に変わって

いるでしょうか。 

本市のこれからの１００年を見据えた次なるステージへの幕開け期の計画として、市民

はもとより、団体・企業・大学等・行政など多様な主体がみんなで目指す未来の千葉市の

姿を共有し、その実現に向け、一層連携できるよう、本計画を策定します。 

 

 

 

                                                      
1 ＩｏＴ：Internet of Thingsの略称。自動車、家電、センサーなど、様々なモノがインターネットにつながり、情報の

やりとりをすること。それによりデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。 
2 ＡＩ：Artificial Intelligence の略称。人工知能のこと。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラ

ム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術といった広い概念で理解されている。「画像認識」や「音声認識」、「自

然言語処理」など多岐にわたる分野に応用されている。 
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２ １００年先を見据えた「千葉市ならでは」の計画とするために  

本計画の策定に当たっては、１００年先を見据えた「千葉市ならでは」の計画とするこ

とができるよう、次の４つのことに留意しました。 

（１）千葉市の特性を活かした計画 

都市は、自然や歴史を背景に、様々な「いろ」や「かお」などの特性を持っています。 

１００年先の将来にわたり、人々から選ばれ、愛される、活力のある豊かな都市であ

り続けるためには、本市ならではの特性や個性を活かしたまちづくりが重要です。 

そこで、まちづくりに携わるすべての主体が共有し、磨き上げて未来に引き継ぐべき

千葉市の特性を明らかにし、まちづくりの基本的な方向性を定めました。 

 

（２）中長期的な未来を見据えた計画 

２０４０年頃、我が国の人口構造は人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎え、

また、人口増加期に集中的に整備してきた公共施設・インフラが老朽化に伴い更新需要

が高まるなど、様々な課題が生じることが想定されています。 

また、人口・都市機能の集中する大都市を中心に新型コロナウイルス感染症が拡大す

る中、暮らしや働き方など社会経済活動の様々な場面において、新しい技術を活用した

社会変化に即応できるまちづくりが求められています。 

このような顕在化してくる諸課題に対応し、官民連携のもと、将来にわたり持続可能

な都市経営を図るため、計画期間のさらに先まで見据えつつ、１０年後に実現したい姿

を描くとともに、２０４０年頃を展望した社会変化、将来リスク、ＳＤＧｓ3の「誰一人

取り残さない」といった視点等を踏まえ、この１０年間に重点的に推進する政策及び分

野目標を位置付けました。 

 

（３）みんなで共有し、みんなで取り組むまちづくりの計画 

千葉市新基本計画では、「わたしから！未来へつなぐ まちづくり」をまちづくりの

コンセプトに、様々な主体の連携が織りなす「まちづくりの底力」を「まちづくりを支

える力」と位置付け、計画の推進を図ってきました。 

これまでの取組みにより、多くの市民、団体が地域に根差した活動を展開しているこ

とから、本計画では、行政が担ってきた様々な機能についても、様々な主体がサービス

提供や課題解決の担い手としてより一層関わっていくことを目指し、「まちづくりを支

える力」を「まちづくりを進める力」へとさらに発展させていくことを志向しています。 

                                                      
3 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）：Sustainable Development Goalsの略称。２０１５年９月の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す

持続可能な開発目標のこと。貧困の根絶、ジェンダー平等、気候変動対策などの１７のゴールと１６９のターゲットを

定めている。 
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また、策定段階から、まちづくりに携わる様々な主体がみんなで共有できる計画とす

るため、市民、学識経験者、各種団体の代表などから構成される、千葉市新基本計画審

議会での審議はもとより、「千葉市１００人未来会議」や「千葉市まちづくり未来研究

所」など様々な市民参加の取組みを通じて、市民をはじめとする多様な主体が未来の千

葉市に馳せる夢や思いを、計画に積極的に反映しました。 

（４）地方創生を進める計画 

本計画は、人口減少に伴う課題の克服と地域の活性化を目指す、本市の地方創生の理

念と目的を同じくするものです。 

総合的かつ戦略的なまちづくりにより、今後の本市の地方創生の取組みの一層の推進

を図るため、「千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」を基本計画及び

これに基づき具体的な取組みを定める実施計画に継承・統合しました。 

これに伴い、人口・地域経済等の分析を行うとともに、「まちづくりの基本的な方向

性」において、「未来の千葉市を実現するための戦略的な視点」を位置付けました。 

 

 

  



6 

３ 計画体系・計画期間 

（１）計画体系 

本計画は、「千葉市基本構想」で定める基本目標である「人とまち いきいきと幸せに

輝く都市」の実現のために、将来を見据えた中長期的な市政運営の基本指針を示し、必

要な施策・取組みを、総合的かつ体系的に取りまとめたものです。 

本計画に基づく取組みを計画的に推進していくため、中期的により具体的な事業内容

を示す実施計画を策定することとし、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３層構造

による計画体系により、社会経済状況の変化等に柔軟に対応していきます。 

また、市政の特定の課題等への対応を目的とする各個別部門計画の策定にあたっては、

上位計画である本計画が掲げる基本方針や分野ごとの目標等を踏まえるとともに、施策

の展開における連携、整合を図ります。 

なお、地方創生の取組みとの一体的な推進を図るため、本計画及び本計画に基づく実

施計画は、千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略として策定するもの

とします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画 

・基本構想で定める基本目標等を実現するため、ま

ちづくりの方向性などを示す基本方針や今後の施

策展開などを示すものです。 

総合戦略・実施計画 

・基本計画に基づく具体的な事業を示すものです。 

基本構想 

・市政運営の指針として、変化の激しい時代であっ

ても変わることのない恒久的な都市づくりの基本理

念・基本目標及び望ましい都市の姿を示しています。 

【基本理念】人間尊重・市民生活優先 

【基本目標】人とまち いきいきと幸せに輝く都市 

【望ましい都市の姿】 

① 自然を身近に感じるまち・千葉市 

② 健やかに安心して暮らせるまち・千葉市 

③ 安全で快適なまち・千葉市 

④ 豊かな創造力をはぐくむまち・千葉市 

⑤ はつらつとした活力のあるまち・千葉市 

⑥ 共に築いていくまち・千葉市 

個別部門計画 

連携 

則す 
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（２）計画期間 

本計画の計画期間は、令和５年（２０２３年）４月１日から令和１５年（２０３３年）

３月３１日までの１０年間です。 

本計画の取組みを具体的に示す、実施計画の計画期間は３年間とし、第１次実施計画

の計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和７年度（２０２５年度）とします。 
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第２章 千葉市の概況 
これからのまちづくりについて考える際には、その前提として、本市のこれまでの歩みや

現況、そして将来展望について理解することが重要です。 

第２章では、地理や歴史などの概況を示すとともに、本市の特性を明らかにします。 

１ 位置・地勢 

本市は東京湾の湾奥部に面し、千葉県のほぼ中央部、東京都心部から東に約４０㎞に

位置します。成田国際空港及び木更津市（東京湾アクアラインの接岸地）からそれぞれ

約３０㎞の距離にあります。また、鉄道や幹線道路の結節点として、県内の交通の要衝

となっています。 

市域面積は約２７２㎢ で、地形は花見川や都川、鹿島川などの河川によって刻まれた

低地と台地、東京湾沿いに広がる約３４㎢の埋立地に大別されます。 

全体的に平坦な地形のため、都市の成長とともに市街化が進みましたが、内陸部には緑

豊かな自然環境が残されており、また延長約４２㎞に及ぶ海岸線や１３の河川を擁するな

ど、大都市でありながら緑と水辺に恵まれていることが特長です。 

 

      千葉市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）千葉市 



 

9 

  千葉市の自然 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   千葉市の交通  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県内の道路網 千葉県内の鉄道路線図 

（出典）千葉県提供（千葉県ハンドブック） （出典）千葉県総合計画「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」

p253 鉄道路線図を千葉市にて加工 

（出典）国土地理院地図 
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２ 千葉市のあゆみ 

ここでは、これからのまちづくりを考える前提として、本市の成り立ちや発展の過程

など、縄文から現在の大都市に至るまでのあゆみを振り返ります。 

（１）縄文時代 ～加曽利貝塚から見える持続可能な暮らし～ 

千葉市は貝塚に限らず縄文時代の遺跡数が面積比率で全国１位と、当時からとても住

みやすい場所だったことが推測されます。その中でも、約５，０００年～３，０００年

前の縄文時代に作られた加曽利貝塚は、日本最大級の貝塚で、国の特別史跡に指定され

ています。 

当時の人々は、その糧を自然に委ね、動物を含めた生命への畏敬を持つなど、自然

と一体となった暮らしを営んでおり、このような精神のありようは、地球温暖化に伴

う気候変動などに直面し、持続的な開発目標（ＳＤＧｓ）に取り組む現代のわたした

ちに貴重な示唆を与えてくれています。 

（２）古墳時代から平安時代 ～千葉郡と武士のおこり～ 

市域には古墳が多く築かれ、飛鳥時代後期から始まった律令制下では主に下総国千

葉郡に含まれており、朝廷から派遣された下総国司のもと、この地の有力豪族が郡司

に任じられて統治を行いました。 

平安時代になると治安が悪化し、房総にも武士がおこりました。「平将門の乱」

「平忠常の乱」を通じて、その子孫達は、次第に房総半島の各地に進出し大きな力を

蓄えるようになります。 

（３）鎌倉時代 ～千葉氏の隆盛～ 

大治
だ い じ

元年（１１２６年）、千葉常
つね

重
しげ

が大椎
おおじい

（緑区）から現在の亥鼻付近（中央区）

に本拠を移したことにより、千葉氏と千葉のまちの繁栄が始まったと言われていま

す。 

常重の子の常
つね

胤
たね

は、石橋山の戦いに敗れて安房（千葉県南部）に逃れて来た源頼朝

のもとにいち早く参陣しました。また、源平
げんぺい

合戦
かっせん

や奥州
おうしゅう

合戦
かっせん

などにも参加し、鎌倉幕

府の創設に大きく貢献しました。この功績によって常胤は上総国と下総国を中心に、

東北から九州まで全国に多数の所領を獲得し、幕府の中でも屈指の御家人に成長しま

した。 

（４）室町時代から江戸時代 ～人と物の行き交う交通の要地として～ 

下総の守護として大きな勢力を有していた千葉氏ですが、次第に一族内で争いを繰

り返すようになり、康
こう

正
しょう

元年（１４５５年）、当主であった千葉胤
たね

直
なお

は館を攻められ

敗れてしまいます。後に拠点を本佐倉城に移していますが、その後も、千葉は引き続

き港町、妙見宮などの門前町として賑わいました。 
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戦国期には勢力を拡大していた小田原北条氏に従うようになりますが、天
てん

正
しょう

１８年

（１５９０年）、豊臣秀吉による小田原攻めによって領主としての千葉氏は滅びまし

た。 

江戸時代、市域は佐倉藩領や生実藩領、旗本領、寺社領に分かれていました。佐倉

藩領であった千葉のまちは、登戸・寒川（中央区）の両港と江戸を結ぶ水運や、房総

往還、佐倉街道などの街道が交わる要地として繁栄を続けました。 

（５）本格的な都市形成 ～千葉県の誕生～ 

明治政府は、藩を廃止して県を置きましたが、明治６年（１８７３年）に千葉町に

県庁が置かれ、千葉県が誕生しました。県庁設置後、総武鉄道千葉駅が開業するな

ど、県内の政治の中心となり、次々と官庁や学校等の施設が建てられ、官公吏や商人

が移り住み、町は急激に発展しました。また、千葉町には公立の病院とともに医学校

が設置され、「医療の町」としても知られました。 

（６）戦前の海 

稲毛海岸は千葉県内で最初に海水浴場が開かれた場所で、明治２１年（１８８８

年）に海気館
かいきかん

が設立して以来保養地として知られていました。鉄道の開通により、東

京からの日帰り観光地となり、海水浴や行楽客で賑わうようになりました。特に、稲

毛海岸の美しい海と松林は、多くの文人墨客にも愛されるとともに、遠浅の海岸は潮

干狩りの名所として人々に親しまれました。 

また、砂地の海岸は飛行機の滑走路としても使われたことから、稲毛海岸は「民間

航空発祥の地」ともなっています。 

（７）陸軍関係の学校・施設 

明治４１年（１９０８年）６月の交通兵旅団司令部と鉄道連隊第２大隊の椿森への

移転以来、千葉市には陸軍歩兵学校や気球連隊など多くの陸軍施設が置かれるように

なりました。特に中央区（椿森・弁天）や稲毛区（作草部・天台・穴川・小仲台・園

生）の台地には軍施設が多く、その郊外には演習地も広がっていました。 

（８）千葉市誕生と県都としての近代化 

大正１０年（１９２１年）、千葉町が市制を施行して千葉市が誕生しました。 

昭和に入り、千葉市には県都としての都市機能の充実が求められ、病院や銀行、市

庁舎など様々な近代的な施設のさらなる充実が図られました。 

（９）千葉空襲 

太平洋戦争において、米軍は日本の地方都市を目標とした空襲を繰り返しました。

千葉市でも軍需工場のほか、多くの軍事施設があったため、２度の大きな空襲を受け

ました。昭和２０年（１９４５年）６月１０日と７月７日（七夕空襲）です。 
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２度の空襲により、市街地の約７割（２３１ ha）が焼け野原となり、被害は死傷者

１，５９５人、被災戸数８，９０４戸、被災者４１，２１２人に及びました。 

（10）戦後の復興と工業地帯の発達（千葉港の開港と川鉄の操業） 

戦後、千葉市は復興への足掛かりを海岸埋立による工場誘致に求めました。 

昭和２８年（１９５３年）に川崎製鉄が操業し、翌年の昭和２９年（１９５４年）

には千葉港が開港しました。 

特に、川鉄製鉄千葉製鉄所と東京電力の進出は、日本の高度成長を支える京葉工業

地域発展の先駆けとなり、千葉市を消費都市から生産都市へと変容させ、戦後復興の

原動力となりました。 

（11）近隣町村との合併 

１９５４年（昭和２９年）に千葉郡犢橋村を編入して以降、１９６９年（昭和４４

年）にかけて、近隣町村を編入することで、市域が広がり、現在のような多様な特性

を有する市域が形成されました。 

（12）臨海部の埋め立て 

戦後、消費都市から生産都市へと変容していく中で、また、京葉臨海工業地帯への

企業の進出により増加した人口急増対策として、海岸部では大規模な埋立事業が始ま

り、その結果として自然の海岸線は消滅しました。 

そこで、昭和５１年（１９７６年）、かつての遠浅の海を再現しようと、わが国初

の人工海浜である「いなげの浜」が造成され、昭和５６年（１９８１年）には、市制

６０周年を記念して市民参加による「磯の松原」の植樹が行われました。 

稲毛から幕張にかけての浜は、日本一の長さを誇る人工海浜として、今も市民から

愛され続けています。 

（13）幕張新都心の誕生 

平成元年（１９８９年）幕張メッセのオープンでスタートした幕張新都心は、先導

的中核施設である幕張メッセの設置をはじめ、業務研究ビル、教育・研究施設や、ホ

テル・商業の誘致及び幕張ベイタウン、幕張ベイパーク（若葉住宅地区）での住宅整

備の推進などにより、「職・住・学・遊」の複合機能の集積が進み、就業者・居住

者・就学者及び新都心への来訪者を合わせると、日々約２３万人の人々が活動するま

ちとなっています。 

特に幕張メッセは、日本初の本格的複合型コンベンション施設として、多くの人々

に愛され、日本経済の発展に大きく寄与しています。 

（14）政令指定都市への移行 

政令指定都市調査室を設置し、以後、政令指定都市移行への準備を進めました。そ
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して、平成３年（１９９１年）１０月１８日、千葉市を政令指定都市に指定する政令

が公布され、平成４年（１９９２年）年４月１日、６つの行政区を有する政令指定都

市としての千葉市が誕生し、大都市として新たな歩みを始めました。 

（15）国家戦略特区の活用 

国家戦略特区は、国が定めた区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的

に推進することで、産業の国際競争力を強化し、国際的な経済産業拠点の形成を図る

制度です。本市においても、Society5.04の実現に向け、本制度を活用した特例事業の

実施や都市部でのドローン5による宅配や、自動運転モビリティ6などの新たな挑戦に取

り組む企業等を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
4 Society5.0:サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展

と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会であり、わが国が目指すべき未来社会の姿として国が提唱しているも

の。 
5 ドローン：無人で遠隔操作や自動制御によって旅行できる航空機。 
6 自動運転モビリティ：運転者が行っている、認知、判断、運転操作といった行為の一部又は全部を、運転者の代わりに

システムが行う乗り物のこと。 
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３ 千葉市の特性 

現在９８万人を超える人々が暮らす千葉市。 

はるか「縄文」の昔から、温暖な気候のもとに、豊かな自然を受け継ぎながら、この土

地で先人たちが暮らしを営み、また都市として発展していく中で築き上げられてきた、本

市ならではの特性を有しています。 

これらの特性は、現在のわたしたちが享受している市民共通の財産であり、また、それ

らの組合せが本市を東京圏の中でも稀有な存在としています。 

本計画では、こうした未来に引き継いでいくべき「まちの宝」を明らかにし、みんなで

共有するとともに、これからのまちづくりに活かしていきます。 

（１）はるか「縄文」の昔から受け継ぐめぐみ豊かな自然 

■日々の暮らしの中で享受できる「縄文」の昔から続く豊かな自然の恵み 

■自然を大切にするひとびとの想いと行動 

 

本市には特別史跡である加曽利貝塚をはじめ、約１２０もの貝塚が集中しており、そ

の集積は数・規模ともに全国を見ても群を抜いています。このことから、本市が古来よ

り豊かな自然環境に恵まれ、２，０００年以上もの間、住環境が充実していたことの証

左といえます。 

東京湾の豊かな恵みをもたらした海辺には現在も、３つの浜（いなげの浜、検見川の

浜、幕張の浜）に日本最長の人工海浜によるビーチが連なり、東京圏において貴重な浜

辺を身近に感じることのできる空間が広がるとともに、内陸部には緑豊かな里山、谷津

田や肥沃な農地を有し、花見川や都川といった河川が内陸部と海辺をつないでいます。 

このような豊かな自然に恵まれ、自然と共生しながら暮らしを営んできたわたしたち

には、古代ハスの発掘・開花や加曽利貝塚の保存活動、磯の松原の復元などに見られる

ように、文化や自然を大切にする心が脈々と受け継がれています。 

 

（２）なんでもそろう・なんでもできる利便性と安らぎをもたらすゆとり 

■市内でのあらゆる日常シーンへの対応を可能とする充実した都市機能 

■職住近接がもたらす時間のゆとりと、身近な自然が生み出す空間のゆとり 

 

本市は、県都として、政令指定都市として、県内あるいは東京圏の行政・経済の中枢・

中核を担い、３都心（千葉都心、幕張新都心及び蘇我副都心）をはじめ、臨海部、内陸

部の工業団地等に産業が集積しており、こうした機能・産業の集積は、県内外から通勤

者を集める豊富な働く場を創出しています。 

こうしたことを背景に整えられた生活・教育・文化・スポーツ等の機能や「場」の集

積は、市外に出ることなく、充実した様々な消費生活や余暇時間をもたらし、職住近接
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の豊かな暮らしの実現を可能としています。 

その一方で、本市の市域の約半分を緑豊かな市街化調整区域が占め、市の内陸部には

緑が広がり、都市部には公園やビーチが所在するなど、遊ぶ・憩う・癒される・食す・

学ぶなど様々な日常シーンで、豊かな自然と日常的に触れ合える機会が充実しています。 

このような利便性の高さと日々身近に体感できる自然の魅力の共存は、時間のゆとり

と空間のゆとり、「べんり」と「のどか」を両立させ、本市を豊かな、住みやすい「まち」

に創り出しています。 

 

（３）多様な交流が生み出す拠点性、拠点性がもたらす多様な交流 

■東京圏にありながらも、地勢的な環境に起因した独立性 

■東京、房総各方面から海外まで、高い交通利便性が生み出す多彩な交流 

 

本市は、古くから県内交通の要衝・房総各方面への「玄関口」として栄え、現在も、

本市以東、以南を中心とする周辺地域から多くの人々が働き、学び、買い物などに訪れ

る、県内随一の拠点性を有しています。 

こうした豊かな自然と多彩な魅力を有する房総各方面の様々な地域とのつながりに

より、東京圏の中にありつつも、本市を含むエリアは一定の独立した生活圏・経済圏を

形成しています。 

加えて、東京や、房総各方面のみならず、東京圏にある２つの国際空港からほど近く、

幕張新都心を有することによって、遠く海外までに及ぶ高い交通利便性を活かした多彩

な交流が本市で生み出されており、多くの人々を惹きつける交流拠点としての役割を担

っています。 

 

（４）おだやかで温暖な気候と交流により育まれる懐の深い市民性 

■温暖な気候と、まちの移り変わりにより生まれる交流の中で育まれてきた市民の柔軟さ 

    

本市は、内湾である東京湾に面し、黒潮の影響により温暖な気候に恵まれ、海と陸の

交通の中継地として、中世の時代から、多くの人と物が行き交う商業のまちとして栄え

てきました。 

また、明治時代には、港町や小売商人の町から、県内の政治の中心地として近代的な

街並みが整備された都市へと変容を遂げ、戦後、高度経済成長期には、大規模団地が次々

と造成されるなど、全国各地から人口が流入しました。 

このように、房総の温暖な気候や立地環境を背景とした、人々が集まり、行き交う暮

らしの中で、また大きなまちの変化とともに歩んできた歴史を通じて、柔軟性がある懐

の深い市民性が受け継がれ、本市で展開される多彩な活動の底流に息づいています。 
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（５）未来を拓く「挑戦都市」としての矜持 

■パイオニアたちの挑戦を見つめ、支えてきたフィールド 

■歴史を動かし、まちを転換する大胆さ 

 

本市は、日本で初めて民間飛行場が開設された場所であり、また民間航空機で初めて

東京訪問飛行に成功するなど、民間航空の先駆けとなった聖地でもあります。 

また、第二次世界大戦の空襲で焼け野原となり、本市は戦後の復興への足掛かりを官

民連携の先駆けとなった海岸埋め立てによる工場誘致に求めました。中でも戦後初の民

営大型銑鋼一貫製鉄所となる川崎製鉄の誘致は、本市を消費都市から生産都市に転換し

ただけでなく、日本の重工業が発展する礎を築きました。 

その後も、文化財保護のあり方に大きな影響を与えた加曽利貝塚の保存活動のほか、

幕張メッセにおける新たな交流の創出や、国家戦略特区制度を活用した未来技術の実証

など、その挑戦都市としての矜持は今もなお、脈々と受け継がれています。 
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第３章 現在の千葉市を取り巻く状況と 

２０４０年を展望した重要な社会変化 
本市を取り巻く環境が急速に変化し、不確実性が高まる中、中長期的な社会変化を踏まえ

施策を検討するとともに、社会変化に応じ柔軟に取組みを見直すことが必要です。ここでは、

本市が持つ特徴や課題を明らかにするため、人口や産業構造などを概観するとともに、将来

のまちづくりの方向性を考える上での重要な人口の将来見通しと社会変化について整理し

ます。 

 

１ 現在の千葉市を取り巻く状況 

（１）人口の動き 

〇本市の総人口は、安定的に増加。 

〇自然増減（出生数と死亡数）は、平成２６年（２０１４年）以降６年連続で減少し、

年々減少幅が拡大。 

〇社会増減（人口転入数と転出数）は、近年プラスを維持。 

〇本市の人口は、主に市以東、以南の地域からの転入により支えられてきたが、これら

の地域では既に人口減少が始まっており、本市の活力を維持するためには、本市単独で

はなく、周辺都市までを含めた圏域7全体の人口維持・増加を考えることが必要。 

 

■総人口の推移 

・本市の総人口は平成以降、安定的に増加。 

千葉市の人口の推移（推計人口8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 圏域：一般的には、単独の行政区画を越えた複数の基礎自治体を包括する地域を指すが、本計画では、本市の以東、以

南を中心とした本市と経済、雇用などの面で関連の深い周辺自治体を含むエリアである、ちば共創都市圏と同意で用い

ている。 
8 推計人口：国勢調査の結果を基礎として、毎月の住民基本台帳の異動（出生・死亡・転入・転出など）を加減して算出

したもの。 

（出典）千葉市作成 



18 

■自然動態（出生・死亡） 

・出生者数が死亡者数を上回っていたが、平成２５年（２０１３年）を境に逆転。 

・死亡者数が年々増加し、出生者数は年々減少。その差は拡大傾向にある。 

自然動態（千葉市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口の転出入 

・近年本市では、マンション開発が続いており、これが主な要因として社会増が続い

ている。 

社会動態（千葉市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）千葉市作成 

（出典）千葉市作成 
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・本市への転入は県内からが中心で、主に本市以東、以南の都市からの転入人口に支

えられている。 

・一方、東京都及び東京都心方面に向けては転出超過。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な転入超過・転出超過の状況 

（出典）令和元年（２０１９年）住民基本台帳移動報告（総務省） 
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（２）人の流れ 

  

 

■通勤流動と昼夜間人口比率9 

・市民の通勤先は、市内が５８．０％と過半数を超える一方、東京への通勤者は２１．

４％にとどまる。 

・市外からの通勤者は、県内近隣都市が中心である。（市原市、船橋市、四街道市、習

志野市など） 

・昼夜間人口比率は、中央区（１２３．７％）、美浜区（１１６．３％）を中心に、広

域的な雇用の場を提供しており、市全体では９７．９％と首都圏政令市で最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 昼夜間人口比率：常住人口（夜間人口）を１００とした時の、昼間人口の値を指す。国勢調査では、常住人口（夜間人

口）に通勤・通学による流入、流出を加味した昼間人口を算出している。 

千葉市からの通勤流動の推移（平成２２年〔２０１０年)から平成２７年〔２０１５年〕） 

〇本市は、いわゆるベッドタウンというイメージとは異なり、職住近接かつ、広域

的な仕事や学びの場として高い拠点性を有しています。 

（出典）平成２２、２７年（２０１０、２０１５年）国勢調査（総務省） 
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千葉市外からの通勤流動の推移（平成２２年〔２０１０年〕から平成２７年〔２０１５年〕） 

東京圏の昼夜間人口比率 

（出典）平成２７年（２０１５年）国勢調査（総務省） 

（出典）平成２２、２７年（２０１０、２０１５年）国勢調査（総務省） 
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（３）経済と産業の動向【地域経済循環図等による分析等の追記を検討します。】 

  

 

 

 

■産業構造 

・従業者数の特化係数10を見ると、「金融業・保険業」「その他のサービス業」「学術研

究、専門・技術サービス業」「情報通信業」が高い。 

・付加価値額を特化係数で見ると、平成２４年（２０１２年）と比較し、「学術研

究、専門・技術サービス業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」が大幅に低下し

ている。 

・全体として、産業構造のバランスがとれていることが特徴的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
10 特化係数：本市の従業者数や付加価値額の構成比 ÷ 全国の構成比。特化係数が「１．０」を超える産業分野では、他

地域より多くの企業等が地域内にまとまっていると考えられ、産業集積が生じていると評価できる。 

D 建設業

E 製造業

F 電気・ガス

G 情報通信

H 運輸・郵便

I 卸・小売

J 金融・保険
K 不動産業

L 学術研究

M 宿泊・飲食

N 生活関連

O 教育・学習

支援

P 医療・福祉

Ｑ，R その他

サービス

0.0

0.5

1.0

1.5

2.02012

2016

産業大分類別従業者数の特化係数（千葉市） 産業大分類別付加価値額の特化係数（千葉市） 

〇産業構造は、概ね全体的なバランスが取れており、特に第３次産業の比重が高

い。 

〇産業別域外収支では、本市の経済発展を支えてきた鉄鋼が域外から稼いでおり、

域内産業へ大きな経済波及効果をもたらしている。 

〇鉄鋼の他、情報通信業や飲食料品等を中心とした多様な産業の育成・集積を図

り、域外収入を稼ぐ手段の多様化を図ることが必要。 

（出典）平成２４、２８年（２０１２、２０１６年）経済センサス‐活動調査（経済産業省） 
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 ■産業別域外収支 

・鉄鋼の移輸出率が最大となっており、域外から稼ぐ産業の中心。 

・飲食料品は、移輸出率、移輸入率11ともに高い水準であり、本市において重要な産業

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
11 移輸出率、移輸入率:市内で生産された商品が市外へと販売されることが移輸出であり、市内の生産額に占める移輸出

額の割合を移輸出率という。逆に、市外で生産された商品を市内に購入することが移輸入であり、市内需要に占める移

輸入の割合を移輸入率という。 

移輸出率と移輸入率 

（出典）平成２３年（２０１１年）千葉市産業関連表 
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２ ２０４０年を展望した重要な社会変化 
（１）人口の変化【世帯構成の変化を推計の上、課題等の追記を検討します。】 

① 総人口の減少 

■想定される変化 

・総人口は２０２０年（９７９千人）をピークとして人口減少に転ずる 

・２０２０比 ２０３０：▲１９．５千人（▲２．０％） 

２０４０：▲７１．４千人（▲７．３％） 

■変化に伴う影響と問題点 

・空き家、空き地の増加 → まちの魅力の低下、治安悪化の懸念 

・公共施設・インフラの需要減、公共交通の利用者減 

→ 地域生活を支える都市機能の衰退 

・市場規模の縮小 → 民間サービスの縮小 

■対応すべき課題 

・一定の区域における人口密度の維持、空き家・空き地の有効活用 

・公共施設・インフラの適切な維持管理等 

・公共交通サービスの維持、地域における移動手段の確保、自動運転、ＭａａＳ12等

の促進 → ひとや企業が集まる魅力あふれる都市空間の形成 

・インバウンド13など交流人口の増加による産業振興と賑わいの創出 

・我が国の総人口は、平成２２年（２０１０年）の 1億２，８０６万人をピークに

既に減少局面に入りました。これまで増加を続けてきた本市も、令和２年（２０

２０年）近辺をピークに減少に転ずる見通しとなっています。 

・今後、総人口が減少していく中で、まち、地域社会の状況を見渡してみると、空

き家・空き地の増加による地域の魅力低下・治安悪化が懸念されています。 

・また、人口規模縮小に伴う需要の減少は、公共施設・インフラの維持更新や統廃

合、公共交通サービスの衰退、民間サービスの撤退など様々な分野に影響を与

え、都市の利便性・快適性の低下も懸念されます。 

・町内自治会などの地縁組織の担い手が不足し、共助機能の低下や地域の祭りとい

った地域活動の縮小、住民同士の交流の機会の喪失により、地域の賑わいや愛着

が失われていくことも生じかねません。 

・適切な土地利用誘導や空き家・空き地の有効活用により、居住を促進する区域に

おける人口密度を維持しつつ、既存公共交通サービスの持続性を高め、さらに自

動運転技術の実用化やＭａａＳの促進などにより、快適な都市空間を形成してい

くことが必要となります。 

・加えて、インバウンドを含めた交流人口の増加により、地域経済の活性化を図る

ことも必要です。  

                                                      
12 ＭａａＳ：Mobility as a Service の略称。地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、

複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。 
13 インバウンド：外から入ってくる旅行、一般的に訪日外国人旅行のこと。 
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将来人口推計（千葉市） 

（出典）平成３０年（２０１８年）３月推計（千葉市作成） 

（出典）平成３０年（２０１８年）３月推計を基に千葉市作成 

各区別の将来人口推計（千葉市） 
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② 生産年齢人口の減少 

■想定される変化 

・生産年齢人口（１５-６４歳）は継続的に減少、２０４０年には約２割減 

・２０２０比 ２０３０：▲ ３０．２千人（▲ ５．０％） 

２０４０：▲１０９．７千人（▲１８．３％） 

■変化に伴う影響と問題点 

・経済・公共の担い手が減少 → 生産力低下・税収減、市民サービス低下 

■対応すべき課題 

・多種多様な人材が活躍できる環境づくり 

・多様な主体の横断的連携強化、役割分担の最適化 

・テクノロジーの活用による生産性向上・働き方改革 

 

・分野を問わず生産活動に携わる労働力不足が深刻化し、経済活動・公共サービスの

担い手の減少により、企業の生産力や収益が悪化し、このことが国や地方公共団体

の税収減につながるとともに、道路や建物などのインフラの維持や、市民に身近な

各種生活関連サービスの提供にも影響することが懸念されます。 

・人口減少下においても、これまでの社会経済活動を維持するとともに、今まで以上

に新たな価値の創造や生産性を向上させることにより、より豊かな社会を構築して

いくため、多様性を活かしたインクルーシブ14なまちづくりの推進や働き方改革、学

び直しの充実など、多様な市民等主体が、それぞれの特長や個性を活かし、活躍で

きる環境整備が求められています。 

・「人」という限られた資源の効果を最大限に発揮するため、地域・団体・企業・大学

等・行政など多様な主体の横断的な連携強化と役割分担の最適化が必要です。 

・また、ＩｏＴ 、ＡＩなどテクノロジーの積極的な活用による生産性の向上や、テレ

ワーク15など多様で柔軟な働き方の推進が必要となります。 

 

 

  

                                                      
14 インクルーシブ：包摂的な、包み込むという意味。「誰もが孤立したり、排除されたりしないよう援護し、一人ひとり

を社会の構成員として包み、支え合う」という理念。 
15 テレワーク：ＩＣＴ（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。 
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千葉市の生産年齢人口の見通し 

（出典）千葉市作成 

年齢４区分別外国人人口の推移 

（出典）「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省）に基づき千葉市作成 
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③ 高齢者人口の増加 

■想定される変化 

・高齢者人口（６５歳以上）は継続的に増加、ピークは２０５０年を見込む 

・２０２０比 

７５歳以上： ２０３０：＋４１．０千人（＋２９．４％） 

２０４０：＋３２．２千人（＋２３．１％）※ピーク２０５５ 

６５～７４歳：２０３０：▲１８．１千人（▲１４．２％） 

２０４０：＋２３．３千人（＋１８．２％）※ピーク２０４０ 

■変化に伴う影響と問題点 

・老老介護や孤立死、介護人材の不足の深刻化 

・社会保障関係事業費の増加 → 制度・サービスの持続性に影響のおそれ 

■対応すべき課題 

・年齢にかかわらず健康で活躍できる環境づくり 

・地域を中心とした持続可能なケア体制の構築・強化 

 

・高齢化の一層の進展に伴い、家庭内介護における老老介護や独居高齢者の孤立死、

介護人材の不足など、今既に顕在化し始めている課題の深刻化が懸念されます。 

・また、高齢者人口の増加に伴う社会保障費の増により、現在の制度やサービス水準

の持続性に影響が生じるおそれもあります。 

・その一方で、健康寿命の延伸に伴い、健康で元気な高齢者が増加することも予測さ

れます。 

・自らの生きがい創出はもとより、地域社会や地域経済の活性化に向け、高齢者の就

業を含め、年齢にかかわらず健康で活躍できる環境づくりが必要です。 

・併せて、高齢者が安心して暮らせる、地域を中心とした持続可能なケア体制の構築・

強化が不可欠です。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市の高齢者人口の見通し 

（出典）千葉市作成 
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年齢４区分人口の増減指数 

（出典）千葉市作成 
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④ 年少人口の減少 

■今後想定される変化 

・１５歳未満人口は継続的に減少 

・２０２０比 ２０３０：▲１２．１千人（▲１０．６％） 

２０４０：▲１７．３千人（▲１５．１％） 

■変化に伴う影響と問題点 

・次世代を担う人材の先細り → 国や地域の魅力・活力の低下 

■対応すべき課題 

・安心して出産・子育てできる環境の充実 

・デジタル技術が加速度的に進展し、価値観が変化・多様化する社会で活躍するため

に必要な能力の育成 

 

・我が国の将来の経済・社会活動を担い、未来の社会づくりを先導する人材が徐々に

先細り、国や地域社会の魅力・活力が低下していくおそれがあります。 

・本市においても、出生数の減少幅が年々拡大傾向にあり、また、子育て世帯人員が

主に属する３０－３９歳の転出超過がそれに拍車をかける状況も懸念されます。 

・社会全体の活力を維持するため、子どもを産み・育てたいと思う人から選ばれるよ

う、今後より一層、安心して子を産み、そして育てやすい環境を整備することが必

要です。 

・また、非認知能力16や様々なデータを活用し、新たな価値を生み出す能力（データサ

イエンス力）など、これまで以上に価値観が多様で、変化が激しく、そして、デジ

タル技術の進展に伴い、構造変革が進むであろう社会で活躍していくために必要な

能力の育成が不可欠です。 

 

 

  

                                                      
16 非認知能力：意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった、測定で

きない個人の特性による能力。 
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出生数の推計（千葉市） 

１５歳未満人口の見通し（千葉市） 

（出典）千葉市作成 

（出典）千葉市作成 
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（２）災害等リスクの増大 

■今後想定される変化 

・地球温暖化に伴う気候変動リスクの増大 

・首都直下地震の切迫性 

・新型コロナウイルス等の感染症拡大リスク増大 

■変化に伴う影響と課題 

・風水害等の増加、生態系変化による食料不足など 

・人的被害、火災や建物倒壊、液状化、インフラ麻痺、物資不足等甚大な被害を想定 

・医療体制にとどまらず、社会生活や地域経済に大きな打撃 

過密都市・グローバル経済の脆弱性が顕在化 

■対応すべき課題 

・脱炭素社会の実現に向けた仕組みづくり 

・地球温暖化の抑制に向けた危機意識の共有と意識・行動変容の促進 

・災害に強いまちづくりの推進 

・新しい生活様式の浸透やゆとりある空間利用、経済活動のリスク分散など、感染

症に対応したまちづくりの推進 

 

① 地球温暖化による影響 

・近年、人間活動の拡大に伴い、ＣＯ２、メタン等の温室効果ガスが大量に大気中

に排出され、地球温暖化が進行しています。 

・今後対策を講じなかった場合、極端な降水や破壊的台風の発生、海面の上昇、農作

物の生育不良や漁獲量の減少など、気温上昇に伴う影響が深刻化することが懸念さ

れます。 

・日本政府による、いわゆる２０５０年カーボンニュートラル17宣言を踏まえ、将来

的な地球温暖化の緩和を図るため、ＳＤＧｓや温室効果ガスや廃棄物量の排出ゼ

ロを目指す（ゼロエミッション）などの観点から、省エネルギーや再生可能エネ

ルギー18等の脱炭素化投資を進めるとともに、危機意識の共有と一人ひとりの意

識・行動変容を促し、持続可能な社会の実現に向け取り組むことが重要です。 

・同時に、令和元年の台風・大雨により次々と被災し甚大な被害を受けた経験を教

訓として活かし、風水害等の発生に備え、ソフト・ハード両面からの災害に強い

まちづくりの推進が不可欠です。 

 

                                                      
17 カーボンニュートラル：二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量との差し引きが全体

としてゼロになること。なお、千葉市では令和２年（２０２０年）１１月２０日に「千葉市気候危機行動宣言」を発出

し、２０５０年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指している。 
18 再生可能エネルギー：太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その他の自然界に存する熱、バイオマスな

ど、エネルギー源として永続的に利用することができるもの。 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 首都直下地震 

・本市を含む首都圏は、マグニチュード７クラスの地震が発生する可能性が高いと

されています。 

・首都直下地震が発生した場合、首都中枢機能への影響や、建物被害やライフライ

ン被害に伴う膨大な被災者の発生、深刻な交通麻痺に伴う帰宅困難者の発生など

が強く懸念されます。 

・そのため、平時から市民一人ひとりが防災・減災の観点から備えを進めるととも

に、液状化のしやすさなど地域特性を踏まえたうえで、大規模地震が発生しても機

能不全に陥らない、迅速な復旧・復興が可能な地域社会づくり、まちづくりが必要

です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 ＲＣＰ：Representative Concentration Pathwaysの略称。代表的濃度経路のこと。今後、世界全体で排出する温室効

果ガス排出量の増減により、気候変動の予測や影響評価を行うためのシナリオで、ＲＣＰに続く数値が大きいほど２１

００年における地球温暖化を引き起こす効果が大きいことを意味する。 

世界平均地上気温の変化 

地震の揺れやすさ（想定震度） 

 

（出典：「令和 2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」（環境省）） 

（出典：千葉市地震・風水害ハザードマップ） 
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③ 新型コロナウイルス等感染症拡大リスクの増大 

・令和２年（２０２０年）、新型コロナウイルス（Ｃｏｖｉｄ－１９）は、グローバ

ルな移動環境を背景に、短期間で世界中に伝播し、人口・都市機能の集中する大

都市を中心とした感染拡大や、グローバルサプライチェーン20の分断による経済活

動の停滞など、過密都市やグローバル経済の感染症に対する脆弱性が顕在化しま

した。 

・こうした課題を克服し、しなやかで、質の高い社会経済を構築していくために

は、医療体制の充実はもとより、デジタルトランスフォーメーション21を推進し、

テレワークや在宅勤務、時差出勤などの新しい働き方の普及・浸透も含め、「新た

な日常」を通じた、社会経済活動・行政活動の一層の効率化を進めていくことが

必要です。 

・コロナ禍における東京都との人口移動を見ると、これまで一貫して転出超過であ

った傾向に変化が生じており、職住近接の暮らしや日常的に触れ合える豊かな自

然などの特性を有する本市は、感染拡大防止と社会・経済活動の両立という社会

課題に対応する上で高い優位性を持つと考えられます。 

・これらの特性や優位性を活かすとともに、テクノロジーも活用しながら、感染症

リスクに対応した新たなライフスタイルを支えるまちづくりを推進することが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
20 グローバルサプライチェーン：商品や製品が消費者の手元に届くまでの、調達、製造、在庫管理、配送、販売、消費と

いった一連の流れ（サプライチェーン）の仕組みを国内にとどまらず、海外も含めて実施すること。 
21 デジタルトランスフォーメーション：ＡＩやＩｏＴなどの先端的なデジタル技術の活用を通じて、デジタル化が進む高

度な将来市場においても新たな付加価値を生み出せるよう従来のビジネスや組織を変革すること。 
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（３）テクノロジーの進展 

■想定される変化 

・ＡＩをはじめとするテクノロジーの発展が加速 

・幅広い分野における社会実装が進み、Society5.0に向けた本格的なデジタル社会

に移行 

■変化に伴う影響と問題点 

・経済活動や社会の規範、価値観・ライフスタイルなど広範囲で変化 

・生産性の向上、インクルーシブな社会の実現など社会的課題の解決への期待 

■対応すべき課題 

・幅広い主体の連携によるスマートシティ22の推進 

・行政・企業等のデジタル化23の推進、データの横断的活用推進 

・デジタルデバイド24対策の推進 

 

・今後、テクノロジーの発展とともに幅広い分野におけるＡＩなどの社会実装が進

み、Society5.0に向けた本格的なデジタル社会に移行していくことが想定されま

す。 

・経済活動や社会の規範、人々の価値観・ライフスタイルなど広範囲で変化が加速

する中、テクノロジーは、生産性向上やインクルーシブな社会の実現など、社会

的課題を解決・緩和し、質の高い社会を実現し得る、より一層、重要なツールと

なります。 

・そこで、市民一人ひとりが自分に最適な暮らしを実感でき、多様な主体が地域課

題の解決や新たな価値の創造に取り組むことができる社会の実現に向けて、テク

ノロジーの効用を最大限発揮させる必要があり、そのためには、幅広い主体の連

携によるスマートシティの推進とともに、すべての市民がデジタル化の恩恵を享

受できる環境を整備することが求められています。 

・この推進にあたっては、行政・企業等のデジタル化や、より効果的な政策立案、

すべての人に利用しやすいサービス提供のため、各主体が有するデータの横断的

活用が重要となります。 

・また、テクノロジー活用を前提とした関係法の整備促進や個人情報保護、サイバ

ーセキュリティ25の確保など、新たな社会的課題への対応が必要です。 

 

  

                                                      
22 スマートシティ：都市の抱える諸課題に対して、ＩＣＴ等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・

運営等）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市又は地区のこと。 
23 デジタル化：ＩＣＴの進化により様々なヒト・モノ・コトの情報がつながることで、利便性の高い新たなサービスやビ

ジネスモデル、プロセスの高度化を実現すること。 
24  デジタルデバイド：インターネットやパソコン等のＩＣＴを利用できる者と利用できない者との間に生じる格差。 
25 サイバーセキュリティ：電子データの漏えい・改ざん等や、期待されていた ＩＣＴシステムや制御システム等の機能

が果たされないといった不具合が生じないよう、必要な措置が講じられ、適切に維持管理されること。 
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xTech26 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
26 xTech：クロステック。既存の業界のビジネスとＡＩやビッグデータ、ＩｏＴなどといった先進的なテクノロジーを結

びつけて生まれた新たな製品やサービス、あるいはその取組みのこと。 

 シェアリングエコノミー：個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のものを含む） を、インター

ネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動のこと。 

 ギグエコノミー：従来の働き方である「会社に雇われて長期的な仕事を行う」こととは異なり、オンライン上のプラッ

トフォーム等を通じて短期的な労働が行われる市場のこと。 

 デジタル・プラットフォーマー：ＩＣＴやデータを活用して第三者に電子商取引やアプリ・コンテンツ配信など、多種

多様なサービスを提供する基盤（デジタル・プラットフォーム）を運営・提供する事業者のこと。 

進化するデジタル経済とその先にある Society 5.0 

（出典：「令和元年版情報通信白書」（総務省）） 
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（４）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けて 

■ＳＤＧｓとは 

・「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ27」 

「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現のため、１７のゴール・ 

１６９のターゲットから構成する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を設定 

■日本におけるＳＤＧｓの背景 

・大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイル、経済活動の拡大 

→地球温暖化による気候変動や自然災害の発生 

貧困、経済的格差の拡大など、様々な経済・社会問題の顕在化 など 

■対応すべき課題 

・持続可能な開発のため、環境・社会・経済の３側面から統合的に取り組むことが 

重要。 

・ＳＤＧｓの達成には、行政を含む多様なステークホルダー28の連携・協力が必要。 

 

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成２７年（２０１５年）９月の国連サミ

ットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された

２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。１７のゴー

ル・１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no 

one behind）」ことを誓っています。 

・我が国においても、戦後、日本経済は飛躍的な発展を遂げ、大量生産・大量消費・

大量廃棄を前提としたライフスタイルが定着し、経済活動の拡大とともに、わたし

たちは物質的な豊かさを享受してきました。 

・しかし近年、わたしたちの住む地球環境は気候変動、自然災害、感染症、生物多様

性の喪失などといった問題に直面しており、また、少子高齢化をはじめ、ひとり親

家庭の貧困や経済的格差の拡大、ジェンダー29不平等、引きこもり、自殺などの様々

な社会的な課題にも直面しています。 

・このように、様々な側面で顕在化している問題に対応し、持続可能でよりよい世界

を実現していくためには、環境・社会・経済の３つの側面を不可分のものとして調

和させ、行政を含む様々なステークホルダーが連携・協力しながら相乗効果を生み

出し、持続可能な開発に取り組んでいくことが必要です。 

 

                                                      
27 持続可能な開発のための２０３０アジェンダ：２００１年に策定されたミレニアム開発目標の後継として国連で定めら

れた、２０１６年から２０３０年までの国際目標。 
28 ステークホルダー：利害関係者のこと。国のＳＤＧｓ実施指針は、主なステークホルダーとして、企業、市民社会、消

費者、教育機関、地方自治体等を例示している。 
29 ジェンダー：人間には生まれついての生物学的性別（セックス）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会や文化

によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性

別」（ジェンダー）という。 
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 （出典）外務省：持続可能な開発のための２０３０アジェンダと日本の取組 

 

 



 

39 

第４章 まちづくりの基本方針 
様々な社会変化に的確に対応を図りながら、本市ならではの特性を活かし、より豊かな暮

らしに向けたまちづくりを進めるため、基本方針を定めます。 

わたしたちが目指す目標として、「みんなでめざす未来の千葉市」を定めるとともに、「未

来の千葉市を実現するための戦略的視点」、「目指すべき都市構造」、「目指すべき区の姿」、

及び「まちづくりを進める力」を示します。 
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１ みんなでめざす未来の千葉市 

より豊かな千葉市の実現に向け、本市ならではの特性や中長期的な社会変化を踏まえ、

多様な主体が共有し、ともにまちづくりを進めるための指針として、みんなでめざすべき

１０年後の未来の千葉市の姿を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・わたしたちの今の暮らしは、悠久の歴史の中で先人たちが培ってきた土台の上にあります。 

・今を生きるわたしたちには、このまちの豊かさ、魅力をさらに高め、未来の市民によりよ

い形で引き継げるよう努める責務があります。 

・次の１００年先の未来を見据えた、１０年後に実現しているべき本市の姿は、本市の特性

である「自然」、「利便性・ゆとり」、「拠点性・交流」を活かし、都市の活力と自然の潤い

が織りなす、新たな価値が生まれるまちです。 

・また、本市に住まい、活動する人々が、年齢・性別・国籍・障害の有無などに関わらず、

生涯を通じて学び、成長を続けることで、一人ひとりの個性を活かし自分らしく活躍でき

るとともに、多様な主体がつながり連携しあうことで、未来に向けて輝き続けるまちです。 

・このようなまちの実現に向けて、みんなが同じゴールを目指してまちづくりに関わってい

けるよう、めざすべき１０年後の本市の姿を「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千

葉市」と定めます。 

・この、めざすべき姿をみんなで共有し、ともにまちづくりに取り組んでいきます。 

 

  

みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市 
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２ 未来のまちづくりに向けた戦略的視点 

「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市」の実現に向け、本市ならではの特性

を活かしつつ、新たな時代を切り拓く未来志向のまちづくりを進めるため、分野横断的か

つ重点的に取り組むべき戦略的視点を、以下のとおり定めます。 
 

（１）１００年先に引き継ぐ 持続可能なまちづくり 

■縄文から受け継ぐ「自然と共生する」精神を活かした、ＳＤＧｓ達成に向けた取組

みの推進 

■みんなの力を活かした、災害に強い、安全・安心なまちづくり 

 

・わたしたちは、先人たちから縄文古来より受け継がれた、身近な自然を活かした豊か

な暮らしを享受し、今もなおその「自然と共生する」精神を引き継いでいます。 

・一方、地球規模で増大する、気候変動に伴う災害やグローバル化に伴う感染症のリス

クなどの環境問題が、わたしたちの安全で安心な生活や社会の持続可能性を揺るがす

要因となっています。 

・そこで、先人たちから悠久の時の流れの中で受け継がれた「自然と共生する」精神を

活かし、市民が将来にわたり、持続可能でよりよい社会で暮らせるよう、ＳＤＧｓの

達成に向けて、脱炭素化の推進をはじめとした様々な取組みを行います。 

・また、災害の発生や社会の変化などのリスクに対応し、安全で安心に暮らせるよう、

多様なステークホルダーとの連携・協力のもとで、災害に強いまちづくりを推進しま

す。 

 

（２）ゆとりを生み・活かす 創造的なまちづくり 

■職住近接を活かしたゆとりある暮らしづくり 

■市民が快適な暮らしを実感できるスマートシティの推進 

■成熟社会を豊かにする次代を担うひとづくりと文化芸術・スポーツのまちづくりの推

進 

 

・本市は、これまでのまちづくりを通じた「なんでもそろう・なんでもできる」多彩な都

市機能の強化により、職住近接が実現できる大都市へと発展しました。 

・一方、モノ消費からコト消費への転換にみられるように、わたしたちの価値観は物質的

な充足から内面的な充足を重視する方向へと変化しています。 

・そのため、今後の人口減少局面において暮らしを豊かなものとするためには、みんなが

日常的な暮らしの中で、自由に伸び伸びと様々な活動・体験をすることで、内面的な充

足・成長を得られることが重要です。 
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・そこで、本市ならではの利便性の高さにより生み出される時間のゆとりと、身近にある

浜辺・海辺や内陸部の豊かな自然が生み出す空間のゆとりを最大限に活かし、市民が生

活の豊かさを実感でき、住み続けたいと思えるまちづくりを推進します。 

・また、多様な主体とともにつくる市民中心のスマートシティの推進などにより、誰もが

全市域で生活の利便性や快適性を感じることができるまちの実現に挑戦します。 

・さらに、未来のまちづくりを担う人材を育て、その活動を支えるとともに、文化芸術・

スポーツの振興などにより、創造的で活力ある、質の高い暮らしを支える環境づくりに

取り組みます。 

 

（３）世界とつながる 多様性を活かしたインクルーシブなまちづくり 

■市民一人ひとりが属性にかかわらず自分らしく活躍できる地域社会づくりの推進 

■「誰一人取り残さない」セーフティネットの構築 

■市民の懐の深さとオリンピック・パラリンピックのレガシー30を活かした共生社会づ

くりの推進 

 

・社会が成熟し多様化していく中、年齢・性別・国籍・障害の有無など、一人ひとりが持

つ違いを認め、それぞれが個性や能力を活かして、自分らしく活躍できる社会を構築す

ることがより重要となっていきます。 

・併せて、家庭や経済状況など、個人の置かれた環境により、孤立したり、排除されたり

することなく、安心して暮らせる社会を、これらを支える担い手の育成・確保とともに

築いていく必要があります。 

・本市の社会・経済活動の中でも、市民一人ひとりがそれぞれの個性を活かして活躍し、

つながることで、新しいサービスや価値を生み出す原動力となり、それがまた多様な人

材を惹きつけるという好循環を生み出し、本市や市内企業の価値向上、さらには市民の

豊かな暮らしの実現にもつながります。 

・そのため、わたしたちがこれまでの歴史の中で培ってきた市民の「懐の深さ」と、東

京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場都市としての経験を活か

し、様々な機会を通じて多様性を認め合い、尊重する意識を育むことで誰もがいきい

きと活躍し、社会に活力をもたらすとともに、国内外からも選ばれる、多様性を活か

したインクルーシブなまちを目指します。 

 

（４）都市機能の集積を活かした 地域経済・社会の活性化 

■挑戦都市としての矜持を持ち、次の時代のトレンドを創出 

■雇用・商業・観光の拠点として、圏域の中心的な役割を果たすまちづくり 

■地域特性を活かした広域連携の推進 

                                                      
30 レガシー：東京 2020大会を通じた取組の成果による千葉市の財産。 
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・本市は、東京、房総各方面、東京圏にある２つの国際空港への高い交通利便性を有する

とともに、内陸部の農業を含め、３都心や臨海部などに多様な産業が集積しており、本

市に住まう人々にとどまらず、市外の人々にとっても、広域的なしごとや学びの場、買

い物の場、そして癒しやスポーツなどの場として大きな役割を担っています。 

・また、未来技術の実証フィールドとして、自動運転モビリティの導入による回遊性の向

上や賑わいの創出に取組むなど、時代の先端に挑戦しています。 

・人口構造が変化する中で、極力、その影響を緩和しつつ、本市が活力を維持していくた

めには、市内各エリアの特性を活かしながら、既存産業の発展や新事業の創出を図ると

ともに、高い交通利便性を活かし、本市と関係の深い県内エリアの情報や資源を共有し

合うなど、それぞれが持つ強みを活かし、地域の枠を超えて連携・協力していくことが

重要となります。 

・そこで、本市とのつながりが深い本市以東、以南を中心とした周辺都市を含む圏域全体

としての活性化を図るため、未来技術の実装に向けた取組みの推進、雇用の創出や商業、

観光機能の強化などによる交流人口の拡大とともに、大消費地と近接する立地特性を活

かした農業振興など、東京圏において本市が担うべき機能的役割を踏まえた、戦略性を

持った本市の役割を果たすまちづくりに挑戦します。 

・また、圏域の価値向上を図るため、本市を「入口」に広がる房総の大自然や、そこで

獲れる海の幸・山の幸などの多彩な魅力の活用や、「ポストコロナ」にも対応したテレ

ワークやワーケーション31など多様な働き方の提供により、東京圏にあって自立した性

格をもつちば共創都市圏32ならではの新たなライフスタイルを提案するなど、地域特性

を活かした広域連携を推進します。 

 

 

 

  

                                                      
31 ワーケーション（Workation ）：“Work（仕事）”と“Vacation（休暇）”を合わせた造語。テレワークを活用し、リゾ

ート地や温泉地等で余暇を楽しみつつ仕事を行うこと。 
32 ちば共創都市圏：本市の以東、以南を中心とした本市と関わりがある周辺自治体を含むエリアを指しており、本計画に

おける「圏域」と考え方を同一にするもの。 
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３ 目指すべき都市構造 

「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市」の実現に向けて、多様な主体による

社会経済活動が持続的かつ活発に展開される都市空間をつくるため、それを支える骨格と

なる本市の目指すべき将来の都市構造を、本市の特性や社会変化、未来のまちづくりに向

けた戦略的視点などを踏まえながら示します。 

 

（１）都市構造の形成に求められる視点 

本市の特性や戦略的視点を踏まえた今後の目指すべき都市構造の形成において求め

られる視点を示します。 

・本市ならではの豊かな緑と水辺と共生し、気候変動や災害等へのリスクにも強くしな

やかに対応できる、安全で安心な暮らしを支える都市としての持続性の確保 

・圏域の雇用・商業・観光の拠点としての役割を果たすとともに、周辺都市はもとより

東京や海外ともつながり、広域的な連携・交流を促進するネットワークの構築 

・都心や生活拠点を中心とした都市機能の集積や、広やかな土地・空間利用を活かし、

時間と空間のゆとりを生み出すことで、もたらされる暮らしの質の向上 

 

（２）都市構造の将来像 

（１）で示した視点を踏まえ、「みどり（緑と水辺）」、「しごと（産業）」そして「くら

し（生活）」の３つの分野から描く将来の姿を重ね合わせ統合した、「都市構造の将来像」

を示します。この将来像は、多様な社会経済活動が展開される都市空間を将来にわたり

支える骨格となるものです。 

 

・「みどり（緑と水辺）」については、内陸部に残された山林・田園などをはじめ、加曽

利貝塚などの歴史的な資源や保養地であった歴史をもつ東京湾に面する浜辺など、は

るか縄文から受け継ぐ豊かな自然を擁しています。これらを保全・活用するとともに、

環境にやさしいエネルギーの活用によるレジリエンス33強化と脱炭素化を促進するこ

とにより、将来にわたり持続可能な安らぎと潤いある暮らしを実現します。 

・「しごと（産業）」・「くらし（生活）」については、市域における産業の集積や、圏域の

中枢機能を担う都心に加え、日常生活を送る上で必要なサービスや業務が集積した身

近な生活拠点の拠点機能を向上させるとともに、各拠点間や居住地域を鉄道やモノレ

ール、バスに加え、次世代の交通手段や通信技術などのネットワークでつなぐことに

より、さらなる都市の機能強化・利便性の向上を図ります。 

・また、これらの拠点を結ぶ千葉都心を中心とする放射状・環状の道路網の整備により、

各拠点間・周辺都市や東京間の移動・連携・交流を促進します。 

                                                      
33 レジリエンス：様々な危機からの回復力、復元力及び強靭性（しなやかな強さ）を指す。 
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・このような取組みを通じて、全市域で本市の礎である豊かな緑と水辺と共生しつつ、

多様な経済活動や人々の暮らしが地域にあった生活サービス機能や最適化された公

共交通サービスなどに支えられ活発に営まれることで、人口減少や少子高齢化が進展

しても安心して暮らし続けられる「千葉市型コンパクト・プラス・ネットワーク34」を

実現します。 

 

【都市構造の将来像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
34 コンパクト・プラス・ネットワーク：地域の活力を維持するとともに、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまっ

て立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通な

ども含めて都市全体の構造を見直していく考え方。 

将 来 像 

千葉市型コンパクト・プラス・ネットワーク 

～下総台地の緑風、東京湾の浜辺、人々が行き交う“ちば”に住まう～ 
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【千葉市型コンパクト・プラス・ネットワークが実現されたまちの姿】 

・下総台地に広がる山林・田園や川辺、また東京湾の遠浅の浜辺・海辺では身近に自然

と触れ合い、大規模な公園ではレクリエーションなどにより人々が交流しています。 

・市域内をはじめとする産業の活動が高度な次元で相互に連携し、基幹的な道路や鉄道、

海運等により強固な交通網が構築され、東京圏域内外の産業エリアがつながっていま

す。 

・首都圏の主要な拠点都市として、都心が経済・産業、コンベンションなどの中枢的な

役割を担う一方で、公共交通沿線や生活拠点の周辺などへ居住や都市機能の立地が緩

やかに進んでいます。 

・生活拠点では日常生活に必要な施設が身近にあるなど生活機能が確保され、歩いて暮

らすことができる居心地のよい生活圏を形成し、空間の質や魅力の高いまちとなって

います。 

・生活拠点が公共交通や次世代の交通サービスでつながり、拠点間を円滑に移動できる

とともに、通信技術の導入を多くの産業や社会生活に取り入れ、地域の特性に応じた

多様な働き方や住まい方を支える環境が確立しています。 

・豊かな自然が広がる郊外部では、それぞれの特性を活かしながら多様なライフスタイ

ルを選択することができ、郊外部を含む全市域で、災害など様々なリスクに対応し、

安全で安心に暮らし続けられる良好な環境が整っています。 

・このような都市構造＝「千葉市型コンパクト・プラス・ネットワーク」が実現した姿

を、本市の独自の資源を想起する言葉を紡いで『下総台地の緑風、東京湾の浜辺、人々

が行き交う“ちば”に住まう』と表現し、多様な主体がこのイメージを共有すること

で、市民が強い誇りと愛着を持ち、そして自らもまちづくりに積極的に参加する、そ

うした魅力あるまちを創っていきます。 
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（３）基礎的な都市構造 

都市構造の将来像を構成する、「みどり（緑と水辺）」・「しごと（産業）」・「くらし（生

活）」の３つの基礎的な構造について、それぞれの目指す空間形成の方向性を示します。 

 

① みどり 

縄文から受け継ぐ豊かな自然と人が共生する潤いのある都市構造 

～千葉市の礎、緑の塊と水辺～ 

 

・本市では、特別史跡加曽利貝塚に象徴されるように、はるか縄文の昔から、自然と

共生した暮らしが営まれてきました。本市の豊かな緑と水辺は、現代に至るまでわ

たしたちの暮らしを支え続けており、都市としての大切な礎です。 

・内陸部の河川沿いや谷津田に残る田畑、水源の涵養や土壌の保全などの多面的な機

能を有する山林、市内に数多く残る貝塚などの豊かな緑と、東京湾に至る川辺や東

京湾に面した遠浅の浜辺・海辺について、それぞれの特性に応じた保全と活用を図

るとともに、人と人、人と自然の交流を促進する緑のランドマークとして公園を位

置付け、市域全体で身近に自然と触れ合うことができる、自然と人が共生する持続

可能な潤いのある都市構造の形成を目指します。 
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② しごと  

人材の交流が生まれる拠点性と多様な産業の集積を活かし、 

新たな価値の創出を支える都市構造 

～産業間の連携による新産業の創造への挑戦～ 

 

・広域的な雇用や産業活動等の拠点である本市の特性を踏まえ、未来を拓く挑戦都市

として、多様な分野の産業に係る技術や人材の相互連携などによる新たな価値が生

まれる基盤づくりを進めます。 

・県都として集積された商業・業務・文化の諸機能の更新を促進するとともに、先端

技術の導入などの研究開発や、ものづくり産業をけん引する製造業の集積を図るこ

とでエリアの魅力をさらに高めます。 

・また、農業については、先端技術の活用や他産業との連携により、広域的な農業エ

リアを先導する拠点の形成を目指すとともに、医療については、医療研究機関等の

集積を活かし、他産業との連携や先端技術を導入することで、新事業の創出等を促

進します。 

・さらに、国内外のヒト・モノ・技術をつなぎ都市としての発展を支え、災害時には

生活や復興を支える柱となる、基幹的な道路や鉄道、海運等様々な交通網の強化を

進めます。 
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③ くらし 

居心地のよい生活圏を形成し、多様なライフスタイルを支える都市構造 

～身近な地域を楽しみ、つながる生活～ 

 

・都心、生活拠点のそれぞれの拠点が、公共交通はもとより次世代の交通サービスや、

高度化する情報通信技術により構築されるネットワークなどでも効果的につなが

り、どこからでも必要な時に、必要なサービスにアクセスできるまちづくりを進め

ます。 

・周辺都市を含めた圏域の中枢としての都心や職住近接の生活を支えるための生活拠

点において、それぞれの地域特性を活かした質の高いサービスを受けることができ

るよう拠点機能の向上を図ります。 

・郊外の豊かな自然の広がる田園エリアにおいても、多様な住まい方や働き方を選択

できる都市構造の形成を目指します。 
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４ 目指すべき区の姿 

「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市」の実現に向け、本市の６つの区が有す

る特徴を踏まえた将来像を明らかにします。 

また、各区の特徴を、「未来のまちづくりに向けた戦略的視点」や「目指すべき都市構造」

を踏まえつつ整理し、これらを最大限に活かし、伸ばすことによって、各エリアの充実を目

指します。 

そして、その特徴を区域を越えて波及させることでエリア間の交流を生み出し、本市全体

の魅力と活力の向上へとつながるまちづくりを進めます。 

 

≪目指すべき区の姿の構成≫ 

項目 内容 

目指すべき区の姿 
主な特徴を活かし、伸ばすことにより、１０年後、２０年後に実

現すべき区の将来像 

主な特徴 
各区の概況や、これまでの歴史やまちづくりの中で培ったエリア

の特徴 

実現に向けた取組みの

方向性 
目指すべき区の姿を実現するための取組みの方向性 

※地域課題等を踏まえた取組みについては、「まちづくりの総合８分野」における施策の中

で、推進します。 

 

 

基本情報 

 人口※１ 世帯数※１ 面積※２ 

中央区 ２１１，７３６人 １０９，３３６世帯 ４４．７２㎢ 

花見川区 １７７，３２８人  ８１，１２３世帯 ３４．１９㎢ 

稲毛区 １６０，５８２人  ７４，７９６世帯 ２１．２２㎢ 

若葉区 １４６，９４０人  ６４，８４０世帯 ８４．１９㎢ 

緑区 １２９，４２１人  ５０，９９６世帯 ６６．２５㎢ 

美浜区 １４８，９４４人  ６６，８９１世帯 ２１．２０㎢ 

 

出典 ※１）人口・世帯数：令和２年（２０２０年）国勢調査人口等基本集計（総務省統

計局） 

※２）面積：令和２年（２０２０年）全国都道府県市区町村面積調（１０月１日時

点）（国土交通省国土地理院） 
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（１）中央区 

① 目指すべき区の姿 

人々が行き交い、にぎわいと文化を生み出すまち・中央区 

 

② 主な特徴 

・本区は、県都・千葉市の中央に位置し、大正１０年（１９２１年）１月１日の市制

施行以来、政治・経済・文化の中心地として発展してきました。その起源は古く、

平安時代後期の大治元年（１１２６年）、千葉常重が大椎（緑区）から現在の亥鼻付

近（中央区）に本拠地を移したことにより、千葉市の都市としての歴史が始まった

と言われています。 

・交通ネットワークについて、公共交通では、ＪＲ・京成電鉄・千葉都市モノレール

の各線が接続する千葉駅が、市内及び東京方面・県内各方面を結ぶ広域的な交通結

節機能を担っています。また、東京方面と外房・内房方面を結ぶ結節点として、Ｊ

Ｒ蘇我駅も大きな役割を果たしています。自動車交通では、千葉都心を走る京葉道

路や国道１４号、１６号、５１号、１２６号、３５７号が本市の放射・環状の道路

網の中心となっており、都市間の人やモノの流れを支えています。 

・一日平均の乗車人員が市内で最も多い千葉駅（令和元年〔２０１９年〕時点：１０

７，８２９人／日）を中心とした千葉都心は、県庁、市役所、裁判所等、国・県・

市の各種行政機関のほか、銀行・オフィスビル等の多様な都市機能が集積するとと

もに、千葉市美術館、郷土博物館、千葉市科学館、中央図書館、生涯学習センター

などの文化系施設や多くの医療機関が集積しています。 

また近年では、千葉駅からの至近性を活かした都心居住も進みつつあります。 

・区の昼夜間人口比率（平成２７年〔２０１５年〕時点：１２３．７％）は６区の中

で最も高く、交通アクセスの良さと企業等の集積を背景として市内外から多くの人

が集まる就労の場であるとともに、交流が生まれる場となっています。 

・千葉駅周辺では、千葉駅周辺の活性化グランドデザインに基づき、千葉駅駅ビルの

建替えに伴う西口・東口の再開発事業、中央公園・通町公園の連結強化と賑わい創

出、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を進めています。また、千葉駅北

側に位置し、本市を代表する公園のひとつである千葉公園においては、国際規格に

準拠した自転車競技の走路を有する多目的スポーツ施設「千葉ＪＰＦドーム」をは

じめ、さらなる魅力向上や周辺地域の活性化を図るための再整備が進められている

ほか、市の花である「オオガハス」が栽培・保存されており、毎年多くの花を咲か

せるなど、市民に憩いの場を提供しています。 

・川崎製鉄の操業など日本の高度成長を支える京葉工業地域の先駆けとなった地域で

ある蘇我駅周辺とその臨海部における蘇我副都心では、商業、業務、スポーツ・レ
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クリエーションなどの諸機能が集積するとともに、さらなる発展に向けたまちづく

りが進められています。また、蘇我スポーツ公園の中には、ジェフユナイテッド市

原・千葉の本拠地であるフクダ電子アリーナ（千葉市蘇我球技場）が立地していま

す。 

・千葉みなと駅の西側の千葉中央港地区周辺には、千葉ポートタワーや千葉ポートパ

ーク、県立美術館など、文化・レクリエーション施設が集積するほか、旅客船さん

橋や港湾緑地が整備され、旅客船の運航やイベントが開催されるなど、本市の観光

スポットのひとつとなっています。 

 

③ 実現に向けた取組みの方向性 

・都市機能集積、県内随一の拠点性を活かし、本市以東、以南など房総各方面への玄

関口として、広域的な地域活性化に向けた役割を果たします。 

・千葉都心や蘇我副都心を中心に、商業や業務機能など多様な都市機能のさらなる集

積が、働く人、学ぶ人、住む人、観光客など、多様な人々を惹きつけ、交流や賑わ

いを生み出します。 

・多様な文化施設・資源の集積を活かし、「鑑賞」にとどまらない、市民主体の文化の

「創造」の場となるとともに、次世代の文化の担い手を育成する役割を果たします。 
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（２）花見川区 

① 目指すべき区の姿 

川と緑と花々に包まれた、安らぎと潤いのまち・花見川区 

 

② 主な特徴 

・本区は、市北西部に位置し、区北部は八千代市、区北東部は佐倉市及び四街道市、

区西部は習志野市に隣接しています。 

・交通ネットワークについて、公共交通では、ＪＲ総武本線、京成電鉄千葉線が並行

して区南西部を走るとともに、区北部に一部かかるように京成電鉄本線が通ってい

ます。自動車交通では、幕張ＩＣ・武石ＩＣがあり京葉道路へのアクセス性が高い

ほか、東関東自動車道水戸線には新たなスマートインターチェンジの整備に向けた

検討が進められています。また、国道１４号、１６号、３５７号、主要地方道であ

る千葉鎌ケ谷松戸線、長沼船橋線、穴川天戸線などが主要道路として利用されてい

ます。 

・区の名称にもなっている花見川は、本区を南北に貫き、印旛沼から八千代市、本

区及び美浜区、そして東京湾へと流れ込んでおり、その川沿いは、雑木林、竹

林、アシ、ススキ等の植生に恵まれ、市内でも有数の野鳥の生息地となっている

ほか、桜並木が点在し、河川の景観を彩っています。また、釣りを楽しむ場とし

て利用されるとともに、自然歩道やサイクリングコースが整備されているほか、

野菜を中心とした都市農業の営まれる農地や豊かな緑も残されています。 

・戦後の日本経済復興を契機に、花見川団地をはじめとする大規模住宅団地の建設

が進み、その周辺でも宅地化が進展しました。 

・本区は、オオガハス発祥の地であり、このハスの実は昭和２６年（１９５１年）、

東京大学検見川厚生農場（現東京大学検見川総合運動場）で発掘されました。こ

の発掘作業は故大賀一郎博士を中心に、地域の方々、地元の小中学生など、大勢

の方の協力によって進められました。 

 

③ 実現に向けた取組みの方向性 

・東京方面への優れたアクセス性を有する環境の中で、花見川の緑あふれる河川空

間とそれを彩る花々など、豊かな自然に触れ合える、安らぎと潤いに満ちた生活

ができるまちを創ります。 

・区を貫き流れる花見川やサイクリングコースを軸に周辺の資源をネットワーク化

することにより、市内外の人々に四季折々の多彩な都市近郊型アウトドアの機会

を提供します。 
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・高速道路へのアクセスを活かしたインターチェンジ周辺における産業集積など、

地域経済の活性化を図ります。 

  



 

57 

（３）稲毛区 

① 目指すべき区の姿 

まなびと創造が脈打つ文教のまち・稲毛区 

 

② 主な特徴 

・本区は、市北西部に位置し、６区の中では２番目に小さな区ですが、人口は中央

区、花見川区に続く第３位になっており、住宅の集積が進んでいます。 

・交通ネットワークについて、公共交通では、ＪＲ総武本線、京成電鉄千葉線、千葉

都市モノレールが区内を通っており、中でもＪＲ総武・横須賀線快速が停車するＪ

Ｒ稲毛駅は、バス路線を含めた交通の要衝・生活の拠点となっています。自動車交

通では、京葉道路、東関東自動車道水戸線、国道１６号のほか、臨海部と内陸部を

直結する都市計画道路新港横戸町線が整備されています。 

・区内には、千葉大学、千葉経済大学、敬愛大学などの高等教育機関が集積するとと

もに、放射線医学総合研究所が立地しており、若者が集い学ぶ場、また研究開発の

場となっています。 

・また、先進的な理数教育に取組み、国際的に活躍できる科学技術人材の育成を推進

する市立千葉高等学校が立地しています。 

・現在、海に面していない本区は、昭和３０年代に大規模な埋立てが始まるまでは、

海水浴や潮干狩りが楽しめ、多くの文人墨客も訪れる保養地として賑わいました。

保養地としての稲毛海岸の名残として、旧神谷伝兵衛稲毛別荘や千葉市ゆかりの

家・いなげが保存されています。 

・稲毛海岸が遠浅の海岸だったころに行われていた「夜灯漁」の風景を現代に伝えよ

うと、京成稲毛駅せんげん通り商店街が中心となり、稲毛あかり祭（夜灯－よとぼ

し）が行われています。 

・内陸部の長沼・六方地区は工業用地が大部分を占め、千葉北ＩＣに近く交通アクセ

スに優れているため、大手企業から中小企業まで多くの製造業や物流施設が立地し

ています。また、このエリアには、職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）

も立地しています。 

 

③ 実現に向けた取組みの方向性 

・充実した居住環境・教育環境を活かし、若い世代が集まり、交流し、成長する活

力ある文教のまちを確立します。 

・大学・高等学校が集積するエリアの特徴を活かし、産学官連携により自らの力で

新たな価値を作り出すことができるなど多様な人材を育成・輩出し、市内はもと
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より、広域的に活躍する人材育成拠点としてまちづくりや地域経済の活性化に寄

与します。  
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（４）若葉区 

① 目指すべき区の姿 

共生の原点 縄文が息づく、自然の恵み豊かなまち・若葉区 

 

② 主な特徴 

・本区は、市北東部に位置し、面積は６区の中で最大、市域の約３割を占めていま

す。 

・交通ネットワークについて、公共交通では、区北西部を通るＪＲ総武本線と、区西

部地区を東西に走る千葉都市モノレールが都賀駅で接続しており、バス路線とあわ

せ、交通の軸となっています。自動車交通では、京葉道路、千葉東金道路や国道１

６号、５１号、１２６号などが地域の主要道路として利用されています。 

・特別史跡加曽利貝塚は、全国に約２，４００か所ある縄文時代の貝塚の中で日本

最大級の規模を誇る集落型貝塚であり、先人たちが２，０００年もの間、自然と

ともに生きる文化を育み、持続可能な社会を築いていたことを示しています。ま

た、縄文文化や貝塚の研究と、その成果を発信する拠点として、新博物館の整備

に向けた取組みを進めています。 

・佐倉市域を経て印旛沼へと流れ込む鹿島川流域を中心とする区東部地域には、御

成街道や富田さとにわ耕園、千葉ウシノヒロバなどが位置しています。周辺は農

業が盛んであり、農家数、経営耕地面積とも６区の中で最も多く、区内には農政

センターが立地するなど、本市の農業生産をけん引するエリアとなっています。 

・縄文の森特別緑地保全地区をはじめ、緑地・里山・谷津田などの豊かな自然環境

に恵まれており、泉自然公園や大草谷津田いきものの里、坂月川ビオトープなど

でそうした自然に親しみ、触れ合うことができます。 

・昭和６０年（１９８５年）に開園した動物公園では、２本足で立つレッサーパン

ダの「風太」が全国的な人気を集めるなど、市内外から多くの人が訪れていま

す。その後も、ライオンやチーターをはじめとした新たな動物を導入するなど、

動物と触れ合える市民の憩いの場として親しまれています。 

 

③ 実現に向けた取組みの方向性 

・農業が最も盛んなエリアであるという地域特性を活かし、本市の農業をけん引す

るエリアとして農業の振興を図るとともに、縄文から受け継ぐ豊かな自然を活か

し、その恵みを身近に享受できるまちを創ります。 

・特別史跡加曽利貝塚を活用し、多くの人が縄文時代の暮らしを体感できる、学び

と観光の機会を創出することを通じて、自然と調和・共生する精神を縄文から次
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世代へとつなぎます。 

・富田さとにわ耕園、千葉ウシノヒロバ、動物公園など内陸部の地域資源を活か

し、東京からも気軽に自然や農と触れ合える稀有なエリアとして、活発な都市・

農村交流を行います。  
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（５）緑区 

① 目指すべき区の姿 

田園と調和する広やかで快適なまち・緑区 

 

② 主な特徴 

・本区は、市東南部に位置し、面積は６区の中で２番目に大きな区です。 

・都川の上流部や村田川周辺には貴重な自然が残されているとともに、若葉区同様

に農業が盛んであり、これらで構成される田園風景が広がっています。 

・交通ネットワークについて、公共交通では、区の中心を東西にＪＲ外房線、西端

部に京成電鉄千原線が通っています。自動車交通では、千葉外房有料道路、主要

地方道千葉大網線が区を東西に貫き、外房の雄大な自然への入り口となっていま

す。 

・「日本の都市公園１００選」にも選定された県内有数の都市公園である「昭和の

森」を有し、また昭和の森フォレストビレッジやホキ美術館が立地するなど、市

内外の人々の憩いや活動の機会を創出しています。 

また、泉谷公園は、毎年５月下旬から６月上旬頃に公園内でホタルの放虫が行われ、

夏の風物詩として市民の憩いの場となっています。 

・鎌取駅南部のおゆみ野や土気駅南部のあすみが丘においては、土地区画整理事業

により計画的な街並みが形成され、宅地化や大型商業施設の進出により、現在も

人口増加が続いています。 

・面積あたりの住宅地価格（令和元年〔２０１９年〕時点：６．６万円／㎡）が６

区中最も安価な立地環境を活かし、住宅あたりの延べ面積（平成３０年〔２０１

８年〕時点：１０３㎡）及び持ち家比率（平成２７年〔２０１５年〕時点：７

２．７％）が最も高く、住空間のゆとりに恵まれた環境にあると言えます。 

・官民連携により整備した産業用地であるネクストコア千葉誉田など、ゆとりある

空間を活かした産業の立地が進んでいます。 

 

③ 実現に向けた取組みの方向性 

・東京都心部からほどよく離れたゆとりある土地・空間、豊かな自然と充実した住

環境を活かし、自然と都市機能が調和した快適性・利便性・安全性の高いまちの

創出を図ります。 

・自然に近くゆとりある空間のポテンシャルを活かし、農業や産業の振興を図ると

ともに、感染症等のリスクにも対応した、自然も仕事もそばにある、心豊かに暮

らせる新たな職住近接のライフスタイルが実現できる環境を創ります。 
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・房総の大自然につながる豊かな田園風景と計画的に整備された広やかな街並みが

調和するとともに、昭和の森を核とするスポーツや芸術など多彩な活動が暮らし

に彩りを加える、バランスの取れたまちづくりを進めます。 
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（６）美浜区 

① 目指すべき区の姿 

海辺を楽しみ、世界とつながるまち・美浜区 

 

② 主な特徴 

・本区は、市北西部に位置し、区の全域が埋立てにより造成された地域です。 

昭和４０年代後半に計画人口２４万人の海浜ニュータウンの整備が始まり、計画的

なまちづくりが進められました。 

・交通ネットワークについて、公共交通では、ＪＲ京葉線が区を貫いており、稲毛海

岸駅・検見川浜駅・海浜幕張駅の３つの駅が地域の拠点としての役割を果たしてい

ます。加えて、京葉線の新たな駅の開業に伴い、幕張新都心全体のさらなる発展が

期待されます。また、幕張新都心は、高速バスで東京都心や成田国際空港、東京国

際空港（羽田空港）に直結するなど、世界・海外とのアクセス至便の優位性を有し

ています。自動車交通では、海岸線とほぼ平行に国道１４号・３５７号が走ってお

り、東関東自動車道などとともに、湾岸エリアの人・モノの流れを支えています。 

・昼夜間人口比率の高さ（平成２７年〔２０１５年〕時点：１１６．３％）に加え、

休日の滞在人口率が１．５倍に達するなど、本区には平日・休日問わず多くの人

が集まっています。 

・区南西部は東京湾に面し、いなげの浜、検見川の浜、幕張の浜という総延長距離

４．３㎞と日本一の長さを誇る国内有数の人工海浜や、稲毛海浜公園、幕張海浜公

園という大規模な海浜公園が整備され、魅力的な海辺の景観を有しています。 

・平成元年（１９８９年）の幕張メッセオープンでスタートした幕張新都心は、

「職・住・学・遊」の複合機能の集積が進み、就業者・居住者・就学者及び新都

心への来訪者を合わせ日々約２３万人の人々が活動するまちとなっています。 

・幕張新都心には、日本初の本格的複合型コンベンション施設である幕張メッセを

はじめとして、国際的な企業や研究開発機関などが集積しています。このほか、

デザイン性の優れた住宅地区である幕張ベイタウンや幕張ベイパーク、ホテル・

大型商業施設、プロ野球千葉ロッテマリーンズの本拠地であるＺＯＺＯマリンス

タジアム（千葉マリンスタジアム）、サッカー日本代表や指導者等のトレーニング

拠点となる高円宮記念ＪＦＡ夢フィールドなどが立地しています。 

また、幕張新都心では、幕張メッセを中心としたエリアで、都市空間を活用したメ

ディアアートなど、官民が連携して新しいことへの挑戦を続けています。 

・さらに、ドローンや自動運転モビリティなどの未来技術実証を推進し、市内最大級

の住宅開発となる若葉住宅地区等でのドローン宅配サービスの実現や幕張新都心

全体の回遊性の向上に取り組んでいます。 
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・市内で最も外国人人口が多く、多様なコミュニティが形成されており、多文化共生

社会の実現に向け、文化や生活習慣の違いを乗り越え相互理解に努めるなど様々な

取組みが進められています。また、幕張新都心においては、インターナショナルス

クールや神田外語大学など、様々な国籍の方の活躍を支える環境が整備されていま

す。 

・国際教育に取組み、グローバル・リーダー35の育成を目指す市立稲毛高等学校・附属

中学校（令和４年〔２０２２年〕４月以降、千葉市立稲毛国際中等教育学校へ移行）

が立地しています。 

 

③ 実現に向けた取組みの方向性 

・魅力ある海辺、平坦で移動しやすい道路環境を活かし、海辺と市街地の回遊を楽し

めるまちを創出します。 

・東京都内からのアクセス優位性を有する本市の人工海浜を活かした魅力あるアーバ

ンビーチを確立し、さらなる賑わいを創出します。 

・多くの外国人市民が暮らすまちとして、国際教育や地域交流などによる相互理解

の醸成や、社会参画を促進し、多様性を活かしたインクルーシブなまちの実現に

先導的な役割を果たします。 

・幕張新都心を核として未来技術の実証・実装に取り組むとともに、産業・文化等

の様々な分野における新たな価値の創造に挑戦します。 

 

 

  

                                                      
35 グローバル・リーダー：幅広い教養と国際的視野を身に付け、主体的に物事に取り組み、多面的・多角的に課題解決や

情報発信できる人材。 
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５ まちづくりを進める力 

■多様な主体の一層の連携により「みんな」で進めるまちづくり 

■公共私の役割分担の見直しと市民主体のまちづくりを支える仕組みづくり 

■多様な主体が社会課題の解決に挑戦できる環境づくり 

 

・生産年齢人口の減少により、官民問わず担い手不足が深刻化する中、地域においては、

コミュニティ機能の低下が問題となるなど、地域を支える力の弱体化が懸念されてい

ます。 

・一方、人口減少・少子高齢化に伴い、地域課題の多様化・複雑化する中、地域、社会・

経済及び行政サービスにおいて、既存の役割分担にとらわれない、柔軟な連携を図っ

ていく必要があります。 

・そのため、既存の公共私の役割分担を不断に見直しながら、市民、団体、企業、大学

等、行政など、まちづくりに関係する多様な地域の担い手が、対話などを通じて相互

連携を強化・促進し、みんなでまちづくりを進めていきます。 

・また、多様な主体が、地域の課題を「自分事」と捉え、互いにアイデアを出し合いな

がら主体的に課題解決に挑戦できる環境を整備し、まちづくりに参加したくなるきっ

かけをつくるとともに、その調整役としての役割を行政が担うほか、市民の目線に立

ち、地域活動等に取り組む職員を育成します。 

・これらの取組みにより、市民をはじめとする多様な主体が、まちづくりの楽しさや成

果を実感できるとともに、新たな交流・連携が生まれ、広がっていく好循環を生み出

します。 

・さらに、千葉県と千葉市の共通課題の解決や、それぞれの行政サービスの向上と効率

化に向けた、県市間の連携強化を進めるとともに、より広範囲に影響のあるものにつ

いては、適切に国への働きかけを行います。 

・加えて、圏域の持つ特徴や多様性を活かしながら、独自のライフスタイルを提案し、

圏域全体の活力向上を推進します。 
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第５章 計画の推進にあたって 

１ 将来にわたり持続可能な行財政運営 

不透明な社会経済情勢の中、環境の変化に対応するとともに、市民の信頼に応えるため

には、市民視点・納税者視点を踏まえた、持続可能な行財政運営を効果的・計画的に行う

ことが必要です。 

本計画に基づく取組みを計画的に推進するため、より具体的な事業内容を示す実施計画

を策定します。 

実施計画では、持続的発展につながる未来への投資について財政健全化とのバランスを

取りながら着実に推進していくため、将来にわたり持続可能な財政構造を確立することを

目指します。 

また、最少の経費で最大の効果を挙げるための取組みを強化するため、行政のデジタル

化を推進するとともに、行政改革推進指針や中長期の財政計画などと連携しながら、事業

の見直しについて、不断に取り組みます。 

さらに、施設の管理運営の効率化や計画的保全による維持管理コストの縮減、利用状況

を考慮した施設総量の縮減、更新時における施設規模の適正化や集約化・複合化の検討な

ど、民間活用やまちづくりの視点を含む経営的な視点に立った公共施設の適正管理を推進

します。 

加えて、本市の現状や将来展望に関して、市民への積極的な情報共有を図るなど、透明

性の高い行財政運営を進めます。 

 

２ 計画の進行管理及び評価 

本計画のまちづくりを推進するとともに、取組みの効果を高めるため、データに基づき、

進捗状況の管理及び評価を実施します。 

実施計画の終了時に行う政策評価においては、取組みの進捗状況や市民の実感などを踏

まえ、基本計画のまちづくりの評価と課題の抽出を行うとともに、取組みの改善につなげ

ます。 

これに加え、実施計画においては、毎年度行う進捗管理により事業の達成状況を把握す

ることで改善を図るとともに、地域情報の可視化や市民意見の分析などデータを活用しな

がら、社会変化や施策推進上の課題を把握し、施策の検証、機動的な意思決定を行うこと

で、迅速に必要な施策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 


